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　20
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金

　

20
歳
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

権
利
と
と
も
に
義
務
も
生
ま
れ

ま
す
。
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
も
そ
の
一
つ
で
す
。

国
民
年
金
と
は

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で

い
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
全

て
の
人
が
加
入
し
て
、
老
後
の
所

得
保
障
の
ほ
か
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ

り
生
活
の
安
定
が
損
わ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
み
ん
な
で
保
険

料
を
出
し
合
い
お
互
い
を
支
え

合
う
制
度
で
す
。

　

基
礎
年
金
の
半
分
は
国
庫
負

担
で
あ
り
、
現
在
20
歳
の
人
も
納

付
し
た
保
険
料
以
上
の
年
金
が

受
け
取
れ
ま
す
。
年
金
額
は
、
賃

金
や
物
価
の
変
動
に
合
わ
せ
て

改
定
さ
れ
ま
す
。

　

加
入
の
手
続
き
や
保
険
料
の

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が
受

け
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の
支
払
猶
予
制
度

　

学
生
や
収
入
が
少
な
く
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

「
学
生
納
付
特
例
」「
納
付
猶
予
」

な
ど
の
保
険
料
の
支
払
い
を
猶

予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保

険
年
金
課
、
支
所
、
各
出
張
所
で

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
と
あ

わ
せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
納
付
特
例
の
申
請
に
は
、

学
生
証
（
裏
面
に
有
効
期
限
、
学

年
、
入
学
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
場

合
は
裏
面
を
含
む
）
の
コ
ピ
ー
ま

た
は
在
学
証
明
書
（
在
学
期
間
が

分
か
る
も
の
）
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事

務
所
（
外
町
）
国
民
年
金
課
☎

23-

１
１
１
４
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
３
番

使
用
料
な
ど
の
改
定

市
で
は
、
消
費
税
率
が
10
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る

こ
と
を
受
け
、
２
月
市
議
会
定
例

会
で
、
下
表
の
施
設
使
用
料
や
手

数
料
な
ど
に
関
連
す
る
条
例
改

正
を
行
い
、
10
月
１
日
以
降
の
料

金
を
改
定
し
ま
す
。

今
回
の
改
定
で
は
、
消
費
税
率

の
引
き
上
げ
に
加
え
、
受
益
者
負

担
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
、
約
13

年
ぶ
り
に
、
業
務
コ
ス
ト
な
ど
を

反
映
し
た
適
正
な
料
金
見
直
し

を
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

※
改
定
後
の
料
金
な
ど
は
、
下
表

の
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
彦

根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

施設使用料など　

男女共同参画センター使用料

地域総合センター

人権･福祉交流会館使用料

子どもセンター使用料

宇曽川漁港使用料など

柳川漁港使用料など

芹川舟だまり使用料など

農村環境改善センター使用料
（グリーンピアひこね）

ひこね燦ぱれす使用料

夢京橋あかり館観覧料

いろは松駐車場使用料

二の丸駐車場使用料

桜場駐車場使用料

大手前駐車場使用料

本町駐車場使用料

京橋口駐車場使用料

施設使用料など　　　　

金亀公園使用料

荒神山公園使用料

市営中央駐車場使用料

市営河瀬駅前西口駐車場使用料

彦根駅前第1自転車駐車場使用料

彦根駅前第２自転車駐車場使用料

河瀬駅前東口自転車駐車場使用料

河瀬駅前西口自転車駐車場使用料

各地区公民館使用料

荒神山自然の家使用料

彦根市民会館使用料

ひこね市文化プラザ使用料

高宮地域文化センター使用料

みずほ文化センター使用料

市立学校運動場照明設備使用料

稲枝地区体育館使用料

彦根城博物館使用料など

　担当窓口

　企画課女性活躍推進室

　
人権・福祉交流会館

　子ども・若者課

　

　農林水産課

　農村環境改善センター

　
（グリーンピアひこね）

　
地域経済振興課

　

観光企画課
　

　

☎30-6101

☎25-0164

☎49-2251

☎30-6118

☎25-3909

☎30-6119

☎30-6120

担当窓口　

　都市計画課　

　

　交通対策課

　

　生涯学習課

　

文化振興室

　
保健体育課

　彦根城博物館

☎30-6124

☎30-6134

☎24-7974

☎23-7810

☎24-7975

☎22-6100

【施設使用料等一覧】

　手数料名

廃棄物処理手数料

し尿処理手数料

　担当窓口

　清掃センター

　生活環境課

☎22-2734

☎30-6116

　　　手数料名

健康診査手数料

放置自転車等返還手数料

担当窓口　

　健康推進課　

　交通対策課

☎24-0816

☎30-6134

【手数料一覧】
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4 月 24 日、第 79 回国民体育大会・第 24 回全国
障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会・第 11 回
総務企画専門委員会で、国スポ開催予定施設変更案と
障スポ会場地選定の第一次内定案がそれぞれ決定され
ました。

これに伴い、市では開催予定の国スポ「ハンドボー
ル」の競技会場などが下表のとおり変更されるほか、障
スポ「開・閉会式」・「陸上競技」が本市で開催されま
す。

今後、5 月 17 日㈮に開催される同委員会・同常任
委員会での審議を経て、それぞれ正式内定となる見込
みです。
※その他の本市開催競技（国スポ「陸上競技」、「弓道」、「な

ぎなた」）は、変更はありません。

問い合わせ先
　 国体準備室☎ 30-6141、FAX22-1398

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の
愛称・スローガン決定

国スポ・障スポの会場地選定内定案が発表されました

問い合わせ先
　第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会（県

文化スポーツ部国スポ・障スポ大会課内）☎ 077-528-3321、FAX077-528-4832
▲大会専用ホー
ムページ QR
コード

※ 2023 年 1月 1日から国民体育大会は「国民スポーツ大会」に名称変更されます。
※国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の略称を「国スポ」・「障スポ」としています。

　昨年、滋賀県開催準備委員会が実施した、愛称・スローガンの募集にたくさんのご応
募をいただき、ありがとうございました。１万点を超えるご応募の中から愛称・スロー
ガンを決定し、ロゴデザインが次のとおり決まりましたので、お知らせします。

2024年　滋賀県開催

変 更 後

全種別

（仮称）彦根市新市民体育センター
県立彦根東高校体育館
県立彦根工業高校体育館
彦総グリーンアリーナ（彦根総合高
校体育館）

種別 競技会場名（予定）

変 更 前

成年男子
成年女子
少年女子

（仮称）彦根市新市民体育センター
彦総グリーンアリーナ（彦根総合高
校体育館）

実施予定競技

ハンドボール

競技会場名（予定）種別

（仮称）彦根総合運動公園
陸上競技場

競技会場名（予定）実施予定競技

陸上競技（身体障害がある人・知的障害がある人が出場する競技）

開・閉会式

【国スポ】

【障スポ】


